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令和 8年 4月 20日 
 

環境に関する区民及び事業所アンケート調査業務委託に係る 

プロポーザルに関する質問回答書 
 

№ 質 問 内 容 区からの回答 

１ 募集要項 10（1）③ 

企画提案書について、ページ数の上限はある

か。 

企画提案書のページ数に上限はありません。 

 

２ 募集要項 10（1）② 

「『3 参加資格（3）』で要件としている業務委

託にかかる契約書の写し」について、注記に「※

契約件名、発注者、契約期間が記載された部分

の写しで直近に契約したもの」とあるが、3参

加資格（3）に該当する受託実績が複数ある場

合、提出書類はそのうち最新の 1件分を提出す

れば足りるとの理解でよろしいか。 

お見込みのとおり、参加資格に該当する受託実

績が複数ある場合も直近の 1 件分の資料をご

提出ください。 

３ 仕様書（案）4（2）② 

「回答の回収率向上に向けた対応を行うこと」

について、区で想定している回収率の水準はあ

るか。 

前回調査時（令和４年度実施）における回収率

が、区民については 38.0%、事業所が 38.3%で

あったことから、創意工夫により前回調査を上

回る回収率となるようご提案ください。 

４ 仕様書（案）4（4）「調査報告書の作成・印刷

製本」について、調査報告書（本編）及び概要

版の製本仕様（例：くるみ製本、簡易製本等）

に指定があるか。 

製本仕様に指定はありません。 

５ 仕様書（案）4（2）③ア  

調査票は、区民向けおよび事業所向けそれぞれ

何ページ程度の想定か。 

具体的なページ数の想定はありませんが、参考

として、前回（令和４年度実施）の調査票のペ

ージ数は、区民向けは 12 ページ、事業所向け

は 10ページ（いずれも設問は 10問程度）とな

っています。 

６ 仕様書（案）4（2）③イ 

依頼状（区民向け）は日本語・英語・中国語・

韓国語の併記とあるが、１枚にまとめる認識で

よろしいか。 

併記いただければ足りるものであり、１枚にま

とめるかどうかは問いません。 

７ 仕様書（案）4（2）④イ 

封入物は、調査票・依頼状・返信用封筒の認識

でよろしいか。 

お見込みのとおりです。 

８ 仕様書（案）4（2）⑤  

インターネットにて自由回答欄等に日本語以

外の言語の回答があった場合は、翻訳等は不要

で、そのままローデータとして納品する認識で

よろしいか。 

調査票に外国語表記の記述があった場合の翻

訳作業は、委託業務に含みます。このため、ロ

ーデータには、回答時の言語の内容と日本語の

内容をいずれも入力してください。 
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№ 質 問 内 容 区からの回答 

９ 仕様書（案）4（2）⑥ 

回収した郵送回答に日本語以外の言語の記入

があった場合、ローデータへの入力は不要の認

識でよろしいか。 

No.８と同様です。 

10 仕様書（案）4（2）⑥ 

日本語以外の言語の回答の入力が必要な場合、

それぞれの言語の対象者数をご教示いただき

たい。 

各言語の対象者数をお示しすることはできか

ねますが、区民向けアンケートの対象者は、

住民基本台帳に基づき無作為抽出するため、

以下区ホームページにて公開している新宿区

住民基本台帳の外国人住民国籍別男女別人口

を参考としてご覧ください。

https://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/file02_00029.html 

11 仕様書（案）4（3） 

専門的知見とは、有識者の考察等も必要か 

有識者の考察等は必須ではありません。受託者

の有する専門的知見により分析及び評価いた

だくようお願いいたします。 

12 仕様書（案）6（2） 

受託後に打合せによりスケジュールを変更す

ることは可能か。 

記載のスケジュールを想定いただくようお願

いいたします。 

13 募集要項 10（1）③ 

企画提案書は別紙でも可能か。またページ数の

指定はあるか。 

企画提案書に記載すべき項目及び内容が記載

されていれば、別紙でも可能です。なお、ペー

ジ数の指定はありません。 

14 仕様書（案）4（2）④ 

区から提供される区民向けの宛名ラベルに、使

用言語が判別可能な情報は付与されているか。

また、名簿自体の提供はあるか。 

区民向けアンケートは、全ての対象者に同一の

内容を郵送予定です。同封の依頼状（送付状）

に、日本語以外の調査票データの郵送を希望す

る場合は、区宛て連絡いただき、区から該当言

語の調査票を送付する旨を記載予定です（な

お、調査全般の質問については仕様書（案）の

とおり、受託者にて対応をお願いします）。 

よって、区民向け宛名ラベルに、使用言語が判

別可能な情報の記載は不要であり、また、区か

ら受託者へ名簿の提供もありません。 

15 仕様書（案）4（2）③ 

紙の調査票の返送先は受託者側の任意の所在

地に設定する想定で問題ないか。 

お見込みのとおり、紙の調査票の返送先は、受

託者の任意の所在地に送付します。 

※主旨を変えない範囲で質問内容を修正しています。 


